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町 一般会計の概要

平成24年
３月31日現在

一 般 会 計
歳 入 収入済額　112億8,874万3千円　執行率　86.1％

0 10億
町税

地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金
地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金
自動車取得税交付金
地方特例交付金
地方交付金

交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料

国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
町債

議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費

農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費

災害復旧費
公債費
諸支出金
予備費

20億 30億 40億 50億（円）

0 10億 20億 30億 40億 50億（円）

43億2,5372,537万4千円千円43億2,537万4千円
38億4,941万3千円

3,000万円
3,928万4千円
6,288万3千円
6,288万3千円

3億496万4千円
3億564万8千円

4億8,496万8千円
4億8,496万9千円

1億6,203万4千円
1億6,022万2千円

9万1千円
8万8千円

3千円
0

15億6,801万9千円
13億9,416万6千円

9億8,508万1千円
7億6,583万9千円

3億9,663万4千円
3億6,466万9千円

7億9,400万9千円
6億5,607万5千円

3,693万4千円
2,292万円

1,063万2千円
0

8億9,859万4千円
8億6,538万3千円

17億3,444万8千円
14億2,880万2千円

7億5,317万7千円
5億6,933万2千円

14億5,287万9千円
11億9,375万5千円

4億5,373万6千円
4億5,135万4千円

0
12億490万円

2,721万9千円
2,676万8千円
305万2千円
305万1千円

10億2,099万5千円
6億5,721万7千円

5億9,001万5千円
5億7,666万円

13億6,597万6千円
11億7,193万4千円

1億6,213万8千円
1億5,354万5千円

21億9,444万7千円
23億1,111万8千円

46億5,961万5千円千円46億5,961万5千円
44億5,102万8千円千円44億5,102万8千円

1億5,000万1千円
1億7,097万3千円

3億5,000万円
3億6,097万7千円

3,200万円
3,299万9千円

600万円
690万5千円

1,000万円
1,166万1千円
300万円
776万円
200万円
200万9千円

■予算現額
■収入済額

■予算現額
■収入済額

では、皆さんに町の財政状況を正しく理解していただく
とともに、納められた税金や国・県支出金がどのように

使われているかを知っていただくため、「財政状況の公表に関
する条例」に基づき、年２回（広報みぶ６月・12月号）財政
状況を公表しています。今回は、平成23年度下半期までの収
入と支出の状況等についてお知らせします。
　なお、今回公表するものは、平成24年３月末までのもので

あり、決算額ではありません。こ
れは３月末までに確定した債権
債務について整理を行うために、
４月１日から５月31日までの２
ヶ月間を出納整理期間とするこ
とが認められているためです。

　平成23年度一般会計の当初予算額は、
121億７千万円でしたが、４回の補正
予算の実施により、当初予算に比べ
7.8％増の131億1,790万９千円の現計
予算額となっています。
　平成24年３月31日現在の収入済額は、
112億8,874万３千円で、予算額の
86.1％になります。また支出済額は
112億7,066万４千円で、予算額の
85.9％となっています。科目別の状
況については下図のとおりです。
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歳 出 支出済額　112億7,066万4千円　執行率　85.9％



特別会計

水道事業会計

町税の内訳

税の負担状況

地方債現在高

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

■予算現額
■執 行 額

■予算現額

■収入済額

■支出済額

収益的収入
及び支出

資本的収入
及び支出

収入

支出

収入

支出

2,010,586千円

・資本的収支の収入額が支出額に対して不足する額は、損益勘定留保資金等で補てんしました。

予算現額 町民税

1,826,302千円

46,240円

126,871円

人口 39,496人　世帯 14,395世帯

53,313円

146,276円

1,598円

4,386円

6,070円

16,656円

5,474円

15,018円

町民税

2,073,782千円
61,799千円

63,131千円 216,191千円

263,448千円

250,000千円

239,756千円

固定資産税

2,105,648千円
固定資産税

軽自動車税

町たばこ税

町たばこ税

都市計画税 総額
172億8,407万1千円

軽自動車税 都市計画税

収入済額

10億0 20億 30億 40億 50億（円）

200億

150億

100億

50億

町民税町民税 軽自動車税軽自動車税 都市計画税都市計画税固定資産税固定資産税 町たばこ税町たばこ税町民税

一人 当たり
112,695円

一世帯 当たり
309,207円

平成24年3月末現在

軽自動車税 都市計画税固定資産税 町たばこ税

59億3,672万7千円59億3,672万7千円
一般会計債

63億6,034万円63億6,034万円

公共下水道
事業債

29億973万7千円29億973万7千円

20億7,726万7千円20億7,726万7千円

農業集落
排水事業債

 上水道事業債

47億1,911万2千円
43億8,659万6千円
41億8,342万1千円

47億1,911万2千円
43億8,659万6千円
41億8,342万1千円

11億6,863万4千円
9億9,954万9千円
9億7,388万8千円

21億8,101万1千円
20億9,196万1千円

19億3,044万4千円

4億2,902万8千円
3億4,865万7千円
2億9,418万6千円

2億8,218万8千円
2億8,315万1千円

5億7,451万7千円

4億5,080万4千円
4億4,215万7千円

2億6,522万2千円
2億6,048万4千円

5億6,734万5千円
5億6,061万7千円

4億9,264万7千円

2億7,496万2千円

170万円
177万8千円
130万円
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町の財政状況報告

国民健康保険特別会計

公共下水道事業特別会計

奨 学 資 金 特 別 会 計

介護保険事業特別会計

農業集落排水事業特別会計

後期高齢者医療特別会計
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■予算現額
■執 行 額

（円）
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壬生町の部編成
　総務部、民生部、経済部、建設部、教育委員会、他
町の経営資源
　①全職員数　　261人※町長・副町長、県からの派遣職員は除く。

……………………………22,041,690千円
……………………………………11,320,000千円

………………………4,509,480千円
…………………………1,697,208千円
………………………2,419,728千円
……………………763,477千円
………………………318,123千円

…………………………………1,012,074千円
…………………………………1,600千円

※水道事業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計

②平成24年度当初予算額　
　内訳）一般会計　

国民健康保険特別会計
公共下水道特別会計
介護保険事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
水道事業会計
奨学資金特別会計

構　　成：住民課、健康福祉課、こども未来課、生活環境課
経営資源
　①職員数101人（全職員の38.7％）
　②平成24年度当初予算額　11,171,493千円（全予算額の50.7%）

運営方針
　●来庁者に満足していただけるよう、ワンストップサービスで明るい窓口対応をします。
　●医療機関と連携し、“メディカルタウン（医療最先端のまち）”の推進を図ります。
　●災害時要援護者対策のため高齢者見守りネットワークの構築を図ります。
　●子どもを安心して生み育てられる子育て支援策及び出産育児支援策を充実します。
　●地域住民と行政が一緒になって地域の課題を解決する“地域会議”を設立します。
　●東日本大震災で発生した瓦礫の広域処理を行い、被災地の復旧・復興に協力します。
各課の主な事業
　住　民　課　来庁者の満足度向上、特定健康診査
　健康福祉課　高齢者見守り事業、高齢者介護予防、生活支援事業の充実
　こども未来課　こんにちは赤ちゃん祝金事業の創設、予防接種事業の拡大、第３子以降保育料無料
　生活環境課　町民活動支援事業の創設、地域会議の創設、住宅用太陽光発電システム設置補助、
　　　　　　　　消費生活センターの設置

構　　成：都市計画課、建設課、水道課、下水道課
経営資源
　①職員数37人（全職員の14.2%）
　②平成24年度当初予算額　5,020,949千円（全予算額の22.8%）

運営方針
　●みぶハイウェーパークの拡充を図るため、施設の再整備計画を策定します。
　●４月から始まりました東武４駅周辺の放置自転車の適正管理を行い、すみよいまちに貢献します。
　●安全で利用しやすい道路の充実を図るため、緊急度の高い道路から計画的に整備を進めます。
　●配水管の更新や拡充により、水道の安定供給を図ります。
　●管路整備の推進や処理施設の拡充により、下水道の普及促進を図ります。
各課の主な事業
　都市計画課　みぶハイウェーパークの充実、放置自転車対策事業　花のまちづくり事業、
　　　　　　　建築物耐震改修促進
　建　設　課　六美地区雨水排水対策事業、幹線道路の整備推進、生活道路の整備推進、町営住宅の維持管理
　水　道　課　老朽管の更新、配水管の整備
　下 水 道 課　北部処理場増設工事、黒川東部地区管路施設工事

様々な分野のまちづくりを着実に進めることで、“日本一！住みや
すいまち・みぶ”に近づいていくんだねぇ～♪楽しみだねぇ～♪
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構　　成：学校教育課、生涯学習課、スポーツ振興課
経営資源
　①職員数45人（全職員の17.2%）
　②平成24年度当初予算額　838,451千円（全予算額の3.8%）

運営方針
　●学校校舎の耐震工事を行い、安全で快適な学習環境整備を推進します。
　●より一層の学校給食の充実と保護者の経済的負担を軽減します。
　●心豊かな子どもの育成のため、学校・家庭・地域が一体となる活動を支援します。
　●生涯スポーツ活動を推進します。
　●町民のニーズに対応できる新体育館整備を検討します。
各課の主な事業
　学 校 教 育 課　小中学校施設改修等工事、スクールランチサポート事業、小中学校学力向上支援、
　　　　　　　　　学校パソコンネットワーク整備
　生 涯 学 習 課　家庭教育推進事業、嘉陽が丘屋内運動場耐震補強等工事、歴史民俗資料館企画展
　スポーツ振興課　ゆうがおマラソンの開催、郡市駅伝への町単独チーム出場支援、
　　　　　　　　　統合型地域スポーツクラブの育成支援、新体育館の検討

構　　成：総務課、総合政策課、税務課
経営資源
　①職員数49人（全職員の18.8％）
　②平成24年度当初予算額　4,333,304千円（全予算額の19.6％）

運営方針
　●時代の変化に対応出来る人材育成に取り組み、職員の政策形成能力を高めます。
　●自治会単位による自主防災組織を育成し、地域での防災体制の確立を目指し、町民の防災意識の高揚を図ります。
　●デマンドタクシーを導入し、町民誰もが“日常生活の足”として身近に利用出来る公共交通の構築を図ります。
　●町税等の現年度分及び滞納繰越分を、前年度以上の収納率（額）の向上を図ります。
各課の主な事業
　総　務　課　人材の育成、地域防災計画の策定、自主防災組織の設立　
　総合政策課　デマンドタクシーの運行、行政外部評価の導入、“まちづくり”住民会議、町勢要覧の作成
　税　務　課　都市計画税率の引き下げ、町税等収納率の向上

構　　成：農政課、商工観光課
経営資源
　①職員数17人（全職員の6.5%）
　②平成24年度当初予算額　548,646千円（全予算額の2.5%）

運営方針
　●みぶブランド推進のため、商品の認定制度を確立し、PR活動に取り組みます。
　●12月に分譲開始するみぶ羽生田産業団地への企業誘致を積極的に行います。
　●リニューアルした“おもちゃ博物館”の集客力アップを図ります。
　●かんぴょう伝来300年にちなんだイベントでまちの活性化を図ります。
　●特産物（苺、干瓢、トマト等）の生産振興を支援します。
各課の主な事業
　農　政　課　とちぎ・かんぴょう伝来300年記念大会、地産地消推進、地域特産物推進　
　商工観光課　みぶブランド推進、みぶ羽生田産業団地企業誘致の推進、中小企業融資制度事業、産業振興奨励事業

構　　成：会計課、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会事務局
経営資源
　①職員数12人（全職員の4.6%）
　②平成24年度当初予算額　128,847千円（全予算額の0.6%）

運営方針
　会　　計　　課　●収入・支出の事務処理の確実かつ更なる適正化に向け、公会計システムの　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　改善を図り、一層の事務合理化を図ります。　
　議 会 事 務 局　●議会の機能が十分に発揮できるよう、円滑な議会運営に努めます。
　監査委員事務局　●監査内容の充実及び監査時間の短縮を図り、効果的な監査成果を得るため、執行機関との調整
　　　　　　　　　　及び事務の執行を図ります。
　　　　　　　　　●担い手への利用集積に向けた斡旋・調整活動等を行い、遊休農地の解消を図ります。農業委員会事務局

みぶ羽生田産業団地
に雷エネルギー注入
中だよ♪
無限の雷パワーを
蓄えた“産業未来基
地”で活躍する企業
を募集してるよ！
僕は、おもちゃ博物
館にいるから、遊び
に来てね！
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No

１

2

3

4

5

6

7

8

壬生小学校

藤井小学校

総合運動場

壬生東小学校

稲葉小学校

82－0108
FAX
82－0042

下表町、中表町、下横町、
今井、上表町、東下台、
下台団地、城東町、栄町

指定避難場所 電　　話 所 在 地 収容地区名

壬生中央公民館
城址公園

本丸２丁目
３－７

本丸１丁目
８

大字藤井
1267

馬場、原宿、田向稲荷内、
上坪、前宿坪、台坪

大字壬生甲
2770

万町、上新町、
壬生下馬木、西高野、
釜ヶ淵、福和田

大字壬生甲
3828

落合三丁目
５－21

至宝町北、至宝町南、
ひばりヶ丘、落合

大字上稲葉
881

大字上稲葉
932稲葉地区公民館 82－7374 原坪、鹿島、稲葉下馬木

No

9 羽生田小学校
82－1022
FAX 
82－8410

六美町北部、緑町一丁目
～四丁目、幸町一丁目
～四丁目、おもちゃのまち、
いずみ、若草

指定避難場所 電　　話 所 在 地 収容地区名

大字羽生田
2139－1

西部、中央、北原、台宿、
下坪

大字壬生丁
230－1

大字北小林
743

大字安塚
1179

大字安塚
2078

安塚一、安塚二、安塚三、
安塚中央

国谷中央、国谷新田、
国谷本田、東原、鯉沼

災害時による要援護者

大字北小林
190

大字国谷
783－1

大字上稲葉
1056－８

睦小学校10

11

12

13

14

15

16

82－4824
FAX
82－4954

のときの指定避難場所

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
、

　
天
災
は
突
然
起
こ
り
ま
す
。

備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
、

　
天
災
は
突
然
起
こ
り
ま
す
。

※洪水時においては避難所として使用できない場合があります。その場合の避難
   所は福和田地区は総合運動場、その他の地区は中央公民館・城址公園となります。

仲通町、上通町、駅東、
県営壬生住宅、城内、
城南、舟町

三好町、旭町、星の宮、
六美町南部、
六美町中央、車塚

下町、上町、本郷、松原

82－0049
FAX 
82－0121

82－0102
FAX
82－4684

82－6690
FAX
82－2048

82－2345
FAX
82－2706

82－0079
FAX 
81－1384

82－1004
FAX 
82－1572

北小林、あけぼの

上長田、安塚南部

上田、中泉、助谷、助谷原

86－0134
FAX
85－1205

86－0031

82－1014

86－0034
FAX
86－0042
86－0064
FAX 
86－1058
86－7117
FAX 
86－7112

南犬飼中学校

南犬飼地区公
民館（やすづか
保育園を含む）

安塚小学校

壬生北小学校

総合公園

嘉陽が丘
ふれあい広場

もしも！！もしも！！
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●
非
常
用
持
出
品
の
準
備

●
２
〜
３
日
分
の
食
料
、飲
料
水
等
の
備
蓄

●
家
族
内
の
連
絡
方
法
の
確
認

●
防
災
マ
ッ
プ
・
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
で
確
認

壬生中学校 
※を参照ください。
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第３分団第５部 第２分団第５部

　４月29日、町総合公園陸上競技場において、「第31回壬生町消防団
ポンプ操法大会」及び「第９回消防交通フェア」が開催されました。
　ポンプ操法大会は、団員の士気高揚と消防技術の向上を目的に、町
消防団（関本和夫団長・団員203名）により行われているもので、消防
団各部が日頃の訓練の成果を発揮し、ポンプ操法の技術を競いました。
　消防交通フェアでは、パトカーやはしご車の展示、防災ヘリによる
防災訓練、交通安全協会・交通安全母の会・交通指導員による交通安
全啓発物の配布、女性防火クラブによる住宅用火災警報器の広報等
が行われ、会場に集まった方々に交通安全や防災への意識の向上を
呼びかけました。

せきもとかず お

優　勝　第３分団第５部
　　　　（至宝・六美・ひばりヶ丘・若草・いずみ・
　　　　　落合・国谷・あけぼの地区）
準優勝　第３分団第１部
　　　　（安塚・緑町・幸町・おもちゃのまち・北小林地区）
第３位　第１分団第１部
　　　　（上表町・中表町・下表町・下横町・今井・東下台・
　　　　　下台団地・城南地区）

優　勝　第２分団第５部
　　　　（下稲葉地区）
準優勝　第１分団第３部
　　　　（万町・上新町・下馬木・西高野地区）
第３位　第１分団第５部
　　　　（三好町・旭町・星の宮・車塚地区）

　指揮者　栗原　徹　　（３－１）
　一番員　渡辺　翼　　（３－１）
　二番員　山田　恭史　（３－５）
　三番員　亀田　充宏　（３－１）
　四番員　芦澤　正人志（１－１）

　指揮者　大塲　孝悦　（２－１）
　一番員　伊藤　邦孔　（２－１）
　二番員　横倉　教容　（２－１）
　三番員　落合　政夫　（２－３）
　四番員　成井　誠　　（１－２）

　指揮者　田邉　正剛　（２－５）
　一番員　楡木　崇　　（２－２）
　二番員　鯉沼　健　　（２－５）
　三番員　大塚　尚　　（１－３）

　指揮者　粂川　一範　（３－４）
　一番員　大栗　紀行　（２－４）
　二番員　杉山　和美　（２－２）
　三番員　細井　国裕　（３－２）

くりはら　 とおる

わたなべ　 つばさ

やま だ　　 やす し

かめ だ　　 みつひろ

あしざわ　　まさ と　し

おお ば　 　たかよし

　い とう　　くによし

よこくら　　みちやす

おちあい　　まさ お

なる い　　まこと

　た なべ　　まさとし

にれ ぎ　　たかし

こいぬま　 たけし

おおつか　 ひさし

くめかわ　　かずのり

おおくり　　のりゆき

すぎやま　　かず み

ほそ い　　 くにひろ

自動車ポンプの部 小型ポンプの部

自動車ポンプの部 自動車ポンプの部

小型ポンプの部 小型ポンプの部

成 績● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

個　人
（優秀賞）

個　人
（努力賞）



廃止

廃止

年少扶養控除 一般扶養控除

33万円
〈38万円〉

～15歳
子ども手当の対象 高校授業料無償化

16歳～18歳 19歳～22歳 23歳～69歳 70歳～ 年齢

33万円
〈38万円〉

45万円
〈63万円〉 33万円

〈38万円〉
33万円
〈48万円〉

一般扶養控除 老人扶養控除特定扶養控除

控除対象扶養親族
扶養親族

町民税・県民税における扶養控除の制度改正について町民税・県民税における扶養控除の制度改正について町民税・県民税における扶養控除の制度改正について

　平成24年度町民税・県民税納税通知書（普通徴収分および公的年金からの特別徴収
分）を、６月11日（月）に送付しました。 平成24年度の町民税・県民税の税額は前年
（平成23年１月～12月）の所得等から計算しています。納税通知書がお手元に届きま
したら、内容をご確認ください。町民税・県民税が非課税となっている方には納税通
知書は送付していません。                                  
　１期の納期限は７月２日（月）です。納期限内の納付をお願いします。なお、給与所
得者の納税通知書（特別徴収税額決定通知書）は、勤務している会社等の給与支払者
（特別徴収義務者）あてに、５月14日（月）に送付しました。

　子ども手当（現　児童手当）の創設や高校授業料無償化の政策の実現の影響により、町民税・県民税の
扶養控除が改正されました。平成24年度分の町民税・県民税から適用されます。（所得税は平成23年分か
ら適用されています。）

●16歳未満の扶養親族に係る扶養控除（33万円）が廃止されます。                                  
●16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分（12万円）が廃止され、扶養控除の額が33
　万円となります。

■年齢別の町民税・県民税及び所得税の扶養控除等の概要

※16歳～18歳の特定扶養控除は一般扶養控除に移行                               
※上段の金額が町民税･県民税の控除額、下段〈　〉内の金額が所得税の控除額  

問合せ先 町総務部税務課町民税係　　　８１－１８１７ 

上乗せ部分12万円
　　　　〈25万円〉

町民税・県民税の納税通知書を送付しました町民税・県民税の納税通知書を送付しました町民税・県民税の納税通知書を送付しました

平成24年度の後期高齢者医療保険料について平成24年度の後期高齢者医療保険料について平成24年度の後期高齢者医療保険料について
　後期高齢者医療保険料は、被保険者の方全員に等しく負担していただく「均等割額」と、所得に応じて
負担していただく「所得割額」の合計額となり、平成23年中の所得をもとに、個人ごとに計算されます。

均等割額 所得割額 年間保険料※

42,000円
基礎控除（33万円）後の

総所得金額等
×

所得割率8.54％

上限55万円
(100円未満切り捨て)

※年度の途中で被保険者資格を取得した方の場合、保険料は取得した月からの月割で計算されます。
　なお、平成23年度に行われた保険料の軽減措置は、平成24年度においても継続されます。

問合せ先 栃木県後期高齢者医療広域連合　　028－627－6805

平成平成24年度年度の国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療
保険料・介護保険料納入通知書は７月中旬ごろ発送します
平成24年度の国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療保険料・
介護保険料納入通知書は７月中旬ごろ発送します

8



問合せ先

　65歳以上の方の介護保険料は３年ごとに見直しを行います。
　介護サービスの利用量は近年増加が著しく、今後も増大することが見込まれることなどから、介護保険事
業計画を見直し、介護保険料の大幅な改定が必要となりました。

壬生町の基準額（平成24～26年度）　月額4,600円（年額55,200円）

●普通徴収（納付書又は口座振替）の方　
　　　　　　　７月中旬に「介護保険料納入通知書」をお送りします。

●特別徴収（年金からの天引き）の方　
　　　　　　　９月上旬に「介護保険料特別徴収開始通知書」をお送りします。
※介護保険料は、年金受給額によって納め方が法律で定められています。

介護保険料はみなさんが安心して介護保険サービスを利用するための
大切な財源になりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

介護保険料に関すること　　町総務部税務課諸税係　　　　　　　８１－１８１９・１８７９　
介護サービスに関すること　町民生部健康福祉課介護保険係　　　８１－１８７６

新段階
（平成24年度～）

旧段階
（～平成23年度）

対象となる方

27,600円

27,600円

41,400円

49,600円

55,200円

69,000円

82,800円

96,600円

110,400円

生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で
老齢福祉年金を受給している方

世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得
金額＋課税年金収入額が80万円以下の方

世帯全員が住民税非課税で、第１・２段階に
該当しない方

世帯の誰かに住民税課税されているが、本人
は住民税非課税、かつ、前年の合計所得金額
＋課税年金収入が80万円以下の方

世帯の誰かに住民税課税されているが、本人
は住民税非課税、かつ、前年の合計所得金額
＋課税年金収入が80万円を超える方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
125万円以上200万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
200万円以上400万円未満の方

本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が
400万円を超える方

第１段階

第２段階

第３段階

第４段階

第４段階

第５段階

第５段階

第６段階

第６段階
第７段階

第１段階
基準額×0.50

第２段階
基準額×0.50

第３段階
基準額×0.75

第５段階
基準額×1.25

第６段階
基準額×1.50

第７段階
基準額×1.75

第８段階
基準額×2.00

基準額×0.90

基準額×1.00

第
４
段
階

介護保険料
（年額）

平成24年度の介護保険料額の決定通知について

65歳以上
のみなさんへ

平成24年度から介護保険料が変わります平成24年度から介護保険料が変わります平成24年度から介護保険料が変わります平成24年度から介護保険料が変わります

9
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　～国民年金保険料を納めることが困難な場合は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　万一のために保険料免除制度を活用しましょう～

本人・配偶者・世帯主の所得審査により、保険料の納付が免除・猶予される制度です。

　●平成24年６月までの保険期間 平成24年7月31日までの受付となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年中の所得が審査対象となります）

７月１日～翌年６月30日が申請対象期間になります。

●平成24年７月からの保険期間 平成24年７月１日からの受付となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成23年中の所得が審査対象となります）
　対象となる所得（扶養申告）が未申告ですと、免除審査が遅れることがありますので、
必ず確認をお願いいたします。

　保険料の全額（月額14,980円）が免除されます。
　免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時に年金額が1/2として計算されます。
○所得基準額　｛（扶養親族等の数＋１）×35万円＋22万円｝以下（表　）

　指定された保険料の一部を納付することにより、残りの保険料が免除(1/4・半額・
3/4)されます。免除が認められた期間は、老齢基礎年金受給時に年金額がそれぞれの
割合で計算されます。

◆3/4免除（1/4 ＝月額  3,750円納付） 受給割合額5/8（表　）
◆1/2免除（半額＝月額  7,490円納付） 受給割合額6/8（表　）
◆1/4免除（3/4 ＝月額11,240円納付） 受給割合額7/8（表　）

　指定された保険料を納めない場合は、一部免除は認められず、未納期間として取り扱われます。
老齢基礎年金の受給資格期間や、受給額に反映されないばかりでなく、病気や怪我・死亡といった
不慮の事態が生じた場合に、障害・遺族基礎年金を受け取ることができなくなる場合がありますので、
ご注意ください。

申請免除・納付猶予制度

１. 全額免除

２. 一部納付（一部免除）

A

B

C

D

　保険料が未納のままですと、老齢基礎年金が受給できなくなったり、減額となるほか、病気や
怪我・死亡など不慮の事態が発生した時に、障害基礎年金・遺族基礎年金などが受けられない場
合があります。
　申請の種類は、一般の被保険者と学生を対象とした２種類に分けられます。免除申請が認めら
れた期間は、老齢基礎年金を請求する際の受給資格期間に算入されるとともに、承認期間から10
年以内であれば、追納（３年度目を経過すると加算額が上乗せされます）することもできます。（何
も手続きをしないと、納付可能期限は２年間になります。）
　将来、収入が回復したときはなるべく保険料が納付できるように、そして、年金受給権の確保や、
もしものときの生活保障のために、免除申請の手続きを行いましょう。　

　金未納を
　　　　ストップ！年 免 活除制度を 用しましょう

�����������������
�����������������
�����������������
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●免除対象となる所得基準額の目安：平成23年分所得

※申請者本人・配偶者・世帯主の所得が、いずれの基準にも該当することが必要です。

世帯構成（例） 全額免除①
3/4免除② 1/2免除③ 1/4免除④

一　部　納　付（社会保険料を含む）

単身世帯（扶養０人） ５７万円

９２万円

９３万円

１４２万円

１４１万円

１９５万円

１８９万円

２４７万円

１６２万円 ２３０万円 ２８２万円 ３３５万円

夫婦世帯（扶養１人）

４人世帯
（妻と子供２人扶養）

（万円）

申 請 方 法：原則、毎年の申請が必要です。（一部の全額免除･納付猶予該当者を除く）
必要なもの：年金手帳・印鑑・届出者の本人確認ができるもの（免許証・保険証等）
　　●失業特例免除　　雇用保険受給資格者証・離職票等の離職を証明する書類
　　●学生特例納付　　学生証コピー（在学期間がわかるもの）または在学証明書
申 請 窓 口：役場住民課国保年金係または稲葉・南犬飼出張所　

◆ねんきんダイヤル 　　　　　　　　　０５７０－０５－１１６５
栃木年金事務所　お客様相談室　　　　２２－４１３４
町民生部住民課国保年金係　　　　　　８１－１８２７

退職（失業）者に対するする特例制度退職（失業）者に対するする特例制度退職（失業）者に対する特例制度

30歳未満の方は若年者納付猶予制度30歳未満の方は若年者納付猶予制度30歳未満の方は若年者納付猶予制度

学生納付特例制度学生納付特例制度学生納付特例制度

　退職に伴う特例制度では、申請者・配偶者・世帯主の所得審査のうち、退職（失業）者の所得を除外
いたしますので、通常の免除申請よりも有利な審査となります。審査基準は、全額免除・一部納付に準
じますので、前表の所得基準額をご参照ください。

雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票、公的機関が離職につい
て証明した書類

必要なもの

★７月１日～翌年６月30日が、申請対象期間になります。
★30歳未満(若年者)の第１号保険者（学生を除く）は、本人及び配偶者の所得が、申請免除の全額免除
　と同基準（表　）に該当すれば、保険料納付が猶予されます。
※納付猶予期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、ご
　注意ください。

20歳以上の学生（修業年限１年未満の科目履修生等を除く）が対象の免除制度です。
★４月１日～翌年３月31日が申請対象期間となります。
★在学中、毎年申請手続が必要です。
★所得基準額……学生自身の所得が、申請免除の1/2免除と同基準（表　）に該当すれば、保険料納付
　　　　　　　　が猶予されます。
※納付特例期間は、年金の受給資格期間に算入されますが、受給額の計算には反映されませんので、ご
　注意ください。

《法定免除》
　法令に定められた下記の項目に該当すると、保険料が免除されます。
　　●障害基礎年金、障害厚生（共済）年金の１級・２級を受給されている方
　　●生活保護法による生活扶助を受けている方

問合せ先

免除の手続き

�����������������
�����������������
�����������������

A

C



助成申請書に必要事項を記載押印のうえ、領収書（受診者名、保険点数、負担割合などが明記されてい
るもの）を添付して提出してください。郵送でも受け付けています。
※保険点数などの記載のないレシート等の場合には、申請書の医療機関記入欄に証明を貰ってください。

医療機関を受診した翌月から受付できます。
医療機関を受診した月から１年以内に提出してください。（１年を超えたものは、お預かりできません。）

医療機関で支払った医療費（健康保険が適用になる診療の自己負担額）。薬局も含みます。
※高額療養費、附加給付金等がある場合にはその額を差し引いた額となります。
　加入保険にてお手続きされた後、支給明細書を添付して申請してください。
※学校管理下での怪我等による診療は、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先されます。
　学校安全会など学校へ請求手続きをされた方は、医療費助成制度対象外となります。
※健康保険が適用にならないもの（健診・予防接種・血液型検査・文書代・差額ベット代・選定療養費等）
　及び食事療養費は対象外です。
※通常は、助成申請された翌月末頃お振込み予定です。
※３歳までのお子さんが県内の医療機関を受診される場合には、受給資格者証及び健康保険証を提示さ
　れると窓口で直接助成が受けられます。

・登録されている方で、住所や加入保険等が変更になった場合には変更届出が必要です。
・中学校３年生までのお子さんの中には、こども医療費受給資格者証に記載された期間が延長されてい
　ない方もおります。窓口にて順次差し替えていますので、お申し出ください。

申請方法

申請期間

助 成 額

そ の 他

ア満18歳に達する日以降の最初
　の３月31日までの児童がいる
　ひとり親家庭

イ両親のどちらか一方が定めら
　れた障がいである場合、その
　世帯の障がいのない親と児童

ウ父母のいない満18歳に達する
　日以降の最初の３月31日まで
　の児童を扶養している方で配
　偶者のいないその方本人とそ
　の児童（配偶者がいる場合に
　はその児童のみ）

◆児童扶養手当受給者の方
　（予定者も含む）
・健康保険証
◆児童扶養手当に該当しな
　い方
・健康保険証
・戸籍謄本（申請者と対象
　児童の記載があり、支給
　要件が分かるもの）
・転入者の場合は、前住所
　地の所得証明書等
※支給要件によって、その
　他書類の提出が必要な場
　合があります。

・身体障害者手帳
　１～２級の方
・療育手帳Ａ１・Ａ２の方
・知的障がいがＢ１程度で、身
　体障害者手帳が３～４級と重
　複している方

・健康保険証
・身体障害者手帳又は療育
　手帳

健康福祉課
（社会福祉係）
　８１－１８２９

・特別養護老人ホーム等の施
　設に入所中で他市町村の住
　所を有し後期高齢者医療制
　度に該当している方は対象
　外です。

こども未来課
(子育て支援係）
　８１－１８３１

・所得制限があります。

・児童福祉施設又は知的障害
　者援護施設に入所中で他市
　町村の国民健康保険に該当
　している方は対象外です。

町内に住む中学校３年生までの
児童を養育されている方 健康保険証

こども未来課
(子育て支援係）
　８１－１８３１
稲葉・南犬飼出張所

・児童福祉施設又は知的障害
　者援護施設に入所中で他市
　町村の国民健康保険に該当
　している方は対象外です。

妊娠届出の月の初めから出産さ
れた翌月末までの妊産婦の方 健康保険証

・流産も含みます。 
・妊娠に関する診療は、届出
　以前の分も対象になるもの
　もありますので、お問い合
　わせください。

こども・妊産婦・障がい者・ひとり親家庭

　町では、こども・妊産婦、身体の不自由な方やひとり親家庭の児童・親を対象に、医療機関に
かかった際の医療費（保険診療の自己負担額）を助成しています。この助成を受けるには受給資
格者証の交付を受け、医療費の助成申請をしていただくことになります。
　下の表をご参考に、各制度をご理解いただき、該当されている方で登録手続きが済んでいない方は手続きしてください。

種類 対　　象　　者 登録手続きに必要なもの 手続きする所 そ　の　他

こ
ど
も

妊
産
婦

ひ
と
り
親
家
庭

障
が
い
者
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外国人住民の方にお知らせです

◎問合せ先
・在留カード、在留期間等について
　東京入国管理局宇都宮出張所（宇都宮市本町４番15号　宇都宮N１ビル１階）　　028－600－7750
・特別永住者証明書、住民票等について
　町民生部住民課（壬生町通町12番22号）　　0282－81－1825

対象となる方には、新たに「在留カード」「特別永住者証明書」が発行されます

今後は、町外にお引越しをする際にも役場で手続きをする必要があります

一部の手続きが簡単になります

７月９日から従来の外国人登録法は廃止され、外国人の方も住民票に載るようになります。
対象となる方には「仮住民票の内容」を送付させていただいております。

13

★外国人登録証明書の住所や在留資格・期間等の変更がされていないと、住民票を正 
　しく作成することができません！
　登録証明書をパスポートなどと見比べていただき、変更していない内容については
　速やかに手続きをしてください。

外国人住民の方にお知らせです

・特別永住者証明書は、特別永住者の方が対象で、市町村での交付となります。
　在留カードは、それ以外の方が対象となり、入国管理局での在留期間更新手続き等の際に発行されます。
　…７月９日以降も、切替期間中は、現在の「外国人登録証」が「在留カード」「特別永住者証明書」と
　　みなされます。

・日本人の方と同じく、町外へ住所を移す時には、まず壬生町で「転出」の届出をする必要があります。
　この時に発行される「転出証明書」がないと、移動先の市町村で手続きができませんのでご注意くだ
　さい。
　転出の手続きは、住所を移す日の14日前から受付することが出来ます。
・住所を移した時には、移した日から14日以内に届出をする必要があります。
　期間内に届出しなかった場合、在留資格の審査等に影響することがあります。
・手続きには在留カードまたは特別永住者証明書（みなされている外国人登録証を含む）が必要となり
　ます。
　なお、壬生町では、外国人の方を含むお引越しの場合は、出張所ではお取扱いできません。
　お手数をおかけしますが、役場本庁までお越しください。

・現在は、パスポートや在留資格、在留期間を更新した際に、市町村に届出をしていただいていますが、
　７月９日からは、これら入国管理局で行う手続きについては、再度市町村へ届出をする必要がなくなり
　ます。

カ　ー　ド

在留カード

特別永住者証明書

対　象　者

3カ月を超える在留資格を持つ方

永住者

特別永住者

切　替　期　間

在留期間の満了日（※）

3年間（※）

3年間もしくは外国人登録証の確認切替日（※）

取扱機関

入国管理局

市町村役場

切替期間及び取扱機関

※ただし、切り替え期間内に16歳になる方はその誕生日までに手続きが必要です。
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７月は「社会を明るくする運動」並びに
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です

７月は「社会を明るくする運動」並びに
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」です

下野保護区保護司会壬生町分区・壬生町更生保護女性会
 壬生町青少年健全育成実施委員会・壬生町青少年育成指導員会

“社会を明るくする運動”
会を明るくする運動」はすべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生
について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪のない地域社会を築こ

うとする全国的な運動で、今年で62回目を迎えます。
　今年は「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」と題して、罪を犯した人た
ちの立ち直り等の活動を進めていきます。

“青少年の非行・被害防止全国強調月間”
閣府では、昭和54年の国際児童年を契機として、学校が夏休みに入る毎年７月に「青少
年の非行問題に取り組む全国強調月間」と定め、関係省庁、都道府県、市町村、民間団

体と連携しながら総合的な非行防止活動を展開していました。
　平成22年から、福祉犯の被害防止も課題に加え、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」
と名称を変更して活動を展開していきます。

内

“みんなで考え、参加してください”

壬生町での取り組み

会を明るくする運動」、「青少年の非行・被害防止全国強調月間」では、街頭広報、ポ
スターの掲出、新聞やテレビ等の広報活動に加えて、だれでも参加できるさまざまな催

しを行っています。イベントに参加したり、このページを見たことなどをきっかけにして、ど
うして犯罪や非行が起きてしまうのか、安全で安心な暮らしをかなえるために、今、何が求め
られているのか、そして、自分には何ができるのかを、みなさんで考えてみませんか。

「社

　すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、
それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとすると
ともに、一人ひとりの子どもを、非行に走ることなく健全に育成するため、青少年の
非行防止と保護を社会全体の責務としてとらえ取り組む、全国的な運動です。

「社

学校での携帯電話講習会  のぼり旗による啓発活動（社会を明るくする運動）



　壬生町体育協会（松本幸三会長）は、５月25日（金）
に開催した総会において、平成23年度の大会で活
躍した選手を体育協会の表彰規程に基づき選考し、
表彰しました。
　表彰された方々は、次のとおりです。

まつもとこうぞう
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山・砺
波
大
会
出
場   

大
栗
　
洋
人

奈
良
田
　
廉

大
槻
　
智
彦

入
江
　
康
太

松
井
　
真
之
介

石
村
　
英
也

大
牧
　
千
菜
美

大
牧
　
賢
也

渡
辺
　
悠
太

高
山
　
浩
輝

多
賀
谷
　
歩

生
沼
　
　
新

鈴
木
　
翔
太

篠
原
　
立
樹

福
田
　
奨
馬

諏
訪
　
盛
哉

早
乙
女
　
拓

山
口
　
修
司

葭
葉
　
峻
士

石
田
　
翔

中
島
　
涼
太

荒
井
　
拓
人

上
原
　
和
樹

山
　
　
翔

栗
原
　
健

飯
野
　
航
平

安
生
　
啓
悟

中
島
　
咲
月

秋
澤
　
佑
奈

梁
島
　
綾
乃

斉
藤
　
来
未

田
辺
　
悠

田
辺
　
藍

木
野
内
京
士
郎

篠
原
　
宗
眞

三
好
　
夏
未

山
井
　
夏
希

川
田
　
佳
那
子

尾
崎
　
天
佑

半
井
　
康
介

齋
藤
　
隼
佑

吉
柴
　
豪
洋

古
川
　
澄
也

中
澤
　
航
平

小
口
　
英
之

鶴
見
　
利
光

清
水
　
直
也

石
田
　
憲
二
郎

児
玉
　
牧
子

池
澤  

正
英

笹
井
　
美
千
恵

田
中
　
信
義

佐
藤
　
力
男

池
澤  

み
え
子

尾
崎  

長
二
郎

大
橋
　
信
行

角
田
　
英
夫

大
塚
　
孝
次
　
　

お
お
ぐ
り       

ひ
ろ 

と

 
な   
ら    

た        

れ
ん

お
お
つ
き       

と
も
ひ
こ

い
り  

え        

こ
う 

た

 

ま
つ  

い       

し
ん   

の  

す
け

い
し
む
ら       

ひ
で
な
り

お
お
ま
き        

ち   

な   

み

お
お
ま
き       

け
ん  

や

わ
た
な
べ       

ゆ
う  

た

た
か
や
ま        

ひ
ろ 

き

  

た   

が   

や       

あ
ゆ
み

お
い
ぬ
ま            

あ
ら
た

す
ず  
き        

し
ょ
う 

た

し
の
は
ら         

り   

き

ふ
く  

だ       

し
ょ
う
ま

  

す   

わ        

じ
ょ
う
や

  

そ 

お 

と 

め         

た
く

や
ま
ぐ
ち     

し
ゅ
う
じ

よ
し  

ば        

た 

か 

し

い
し  

だ       

し
ょ
う

な
か
じ
ま       

り
ょ
う 

た

あ
ら  

い        

た
く 

と

う
え
は
ら       

か
ず  

き

や
ま
ざ
き      

し
ょ
う

く
り
は
ら      

た
け
し

い
い  

の        

こ
う
へ
い

あ
ん
じ
ょ
う    

け
い  

ご

な
か
じ
ま        

さ 

つ 

き

あ
き
ざ
わ       

ゆ
う  

な

や
な
し
ま        

あ
や 

の

さ
い
と
う        
く 

る 

み

  

た  

な
べ      

ゆ
う

  

た  

な
べ       

あ
い

  

き   

の  

う
ち
き
ょ
う 

し 

ろ
う

し
の
は
ら        

そ
う 

ま

  

み 

よ
し       

な
つ  

み

や
ま  

い        

な
つ  

き

か
わ  

た         

か    

な    

こ

  

お 

ざ
き       

て
ん
ゆ
う

な
か
ら
い       

こ
う 

す
け

さ
い
と
う     

し
ゅ
ん
す
け

よ
し 

ば         

た
け
ひ
ろ

ふ
る
か
わ       

す
み  

や

な
か
ざ
わ       

こ
う
へ
い

  

こ  

ぐ
ち      

ひ
で
ゆ
き

つ
る
み
　
　
　
と
し
み
つ

  

し  

み
ず      

な
お 

や

い
し 

だ         

け
ん  

じ 

ろ
う

 

こ  

だ
ま       

ま
き 

こ

い
け
ざ
わ     

ま
さ
ひ
で

さ
さ  

い          

み   

ち   

え

 

た  

な
か       

の
ぶ
よ
し

 

さ  

と
う       

り
き 

お

い
け
ざ
わ                  

こ

 

お  

ざ
き    

ち
ょ
う 

じ 

ろ
う

お
お
は
し       

の
ぶ
ゆ
き

つ
の 

だ         

ひ
で 

お

お
お
つ
か       

こ
う 

じ



16

　農業を始めて間もない方（平成20年４月以降就農）に
給付金を給付します。
【給付金額】150万円/年（最長５年）
【交付対象者】①原則として45歳未満で、独立・自営就農
　　　　　　　する方
　　　　　　②「人・農地プラン」に位置付けられる方
　　　　　　③就農後の所得（本給付金以外）が250万円
　　　　　　　以下の方
※１．①の独立・自営就農とは、自ら作成した経営開始
　　　計画に即して主体的に農業経営を行っている状態
　　　を指し、具体的には以下の要件を満たすものです。
　　　・自ら農地の所有権もしくは利用権（第３者から
　　　　の貸借が過半）を有している
　　　・主要な機械、施設を自ら所有、貸借している
　　　・本人名義で生産物を出荷、取引している
　　　・本人名義の通帳があり、売り上げや経費の支出
　　　　などの経常収支を自らの通帳、帳簿で管理して
　　　　いる
※２．農家子弟であっても、経営継承であるなど条件を
　　　満たせば対象になります。

　地域の中心となる経営体への農地集積に協力する農地
の所有者に、協力金を交付します。以下の２つのメニュ
ーがあります。
（１）経営転換協力金
【交付単価】貸付を行う面積に応じて、30万～70万円
　　　　　　/戸の範囲内で町が交付単価を決定します。
【交付対象者】①土地利用型農業から経営転換する農業者
　　　　　　②リタイヤする農業者
　　　　　　③農地の相続人

【交付要件】①「人・農地プラン」に位置付けられてい
　　　　　　　ること
　　　　　　②農業者戸別所得補償制度の加入者である
　　　　　　　こと
　　　　　　③遊休農地の保有者でないこと
　　　　　　④農地利用集積円滑化団体または農地保有
　　　　　　　合理化法人に全ての自作地を白紙委任す
　　　　　　　ること
　　　　　　⑤今後10年間土地利用型作物、もしくは
　　　　　　　農産物の販売を行わないこと

（２）分散錯圃解消協力金
【交付単価】５千円/ａの範囲内で町が交付単価を決定し
　　　　　　ます。
【交付対象者】地域の中心となる経営体の経営農地に隣接
　　　　　　する農地の所有者または耕作者。
【交付要件】①「人・農地プラン」に位置付けられてい
　　　　　　　ること
　　　　　　②地域の中心となる経営体の経営農地に隣
　　　　　　　接する農地について、農地利用集積円滑
　　　　　　　化団体または農地保有合理化法人に白紙
　　　　　　　委任すること（委任期間は10年以上、
　　　　　　　委任内容は６年以上）
　　　　　　③白紙委任した農地について引き受けるこ
　　　　　　　とを地域の中心となる経営体が内諾して
　　　　　　　いること

　平成24年度以降のスーパーＬ資金の金利負担軽減（貸
付当初５年間、実質金利無利子化）については、「人・
農地プラン」に地域の中心となる経営体に位置付けられ
た認定農業者に限られます。

　上記の事業を実施するためには「人・農地プラン」に位置付ける必要がありますので、要件に
該当すると思われる方は、下記問合せ先までご連絡ください。

青年就農給付金

農地集積協力金

スーパーＬ資金の金利負担軽減

　「人・農地プラン」とは、高齢化や後継者不足、耕作放棄地の増加などの「人と農地の問題」
を解決するため、地域の話し合いによって、【①地域の中心となる経営体、②中心となる経営体
にどうやって農地を集めるか、③地域農業のあり方】をまとめたものです。
　①～③を地域の合意の下で定め、町で開催する検討会を経て、町の計画として正式決定します。

「人・農地プラン」に位置付けられると、以下の事業対象となることが出来ます。

町経済部農政課農業振興係　　８１－１８４０問合せ先
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「壬生町男女共同参画プラン（平成24～28年度）」について

※仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）とは
　一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事の責任
を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中
高年期といった人生の各段階に応じて、健康で豊かに、多様な働
き方・生き方が選択・実現できる社会のことです。（壬生町男女共
同参画プランより抜粋）

とちぎの子ども育成憲章とちぎの子ども育成憲章

生町では、男女共同参画社会の実現をめざして、平成19年
度より10カ年計画で壬生町の活動指針となる「壬生町男女

共同参画プラン」を施行しております。平成23年度が中間年度に
あたる事から、「配偶者への暴力」や「仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）」等の近年における課題を取り入れた形での
中間見直しを図りました。
　見直したプランについては、町ＨＰで全文掲載しております。
また、町立図書館内の「男女共同参画コーナー」に閲覧用の冊子
がありますのでご覧ください。

壬

栃 木県では、青少年の健全育成を図るため「栃木県青少
年健全育成条例」や「青少年プラン」の取り組みなど、

各種施策を推進してきました。
　しかし、現実は家庭や地域の教育力の低下、希薄になりつ
つある人とのふれあい等の問題が顕在化し、子ども・若者を
取り巻く環境は、年々厳しくなってきています。

　そこで、心豊かでたくましい青
少年を育むために、大人の自覚と
行動を促し、一人ひとりが実践し
ていくための基本理念や行動指針
として、平成22年２月に「とち
ぎの子ども育成憲章」を制定いた
しました。青少年の健全育成を図
るため、憲章の理念・指針を身近
な所から実践していきましょう。
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壬生町母子保健推進員連絡協議会感謝状贈呈
　４月20日、保健福祉センターに
おいて「平成24年度壬生町母子保
健推進員連絡協議会総会」が開催
されました。
　その席上において、壬生町母子
保健推進員として精力的に活動し、
本町の保健衛生事業の発展・推進
に多大なる貢献をされ、退任され
た10名の方が感謝状を贈呈されま
した。

第５回はにしの里ふれあい花まつり開催
　４月29日、壬生町黒川の里ふれあいプール駐車場において、
「第５回はにしの里ふれあい花まつり」が開催されました。
２年ぶりの開催となる今年は、すけがい保育園の園児によ
るお遊戯や町内のよさこいグループによる踊りが披露され
たほか、壬生町かんぴょう大使の佐藤ひろこさんによるス
テージショー、飛び入り参加によるカラオケなどが行われ、
まつりを盛り上げました。また無料配布として、地元特産
のトマトやイチゴ、乳製品が配られました。
　当日は晴天に恵まれ、多くの家族連れが楽しい一日を過
ごしていました。

子育て支援センター☆ひよこ☆
育メン教室「親子ふれあい体操」

　５月12日、保健福祉センターに子育て中のパパ、ママ
が集まり、エアロビクスインストラクター関口まゆみ先
生から、子どもと一緒に遊べるエクササイズを学びました。
　会場では、ほのぼのとした雰囲気の中、親子で楽しむ
姿が見られ、普段忙しくて遊べないパパも、子ども達と
触れ合いながら、柔軟・屈伸・腹筋体操で汗を流しました。
普段運動不足のパパ、ママ達は筋力アップになったと喜
んでいました。

写真左から八木前会長、山口さん、堀中さん、大垣さん

荒川ノリ子さん
大垣　栄子さん
小木曽順代さん
柏嵜　悦子さん
須藤　英子さん
高橋由紀子さん
成田　紀子さん
堀中ミサ子さん
森田　則子さん
山口　久枝さん

 あらかわ　　　　  こ

 おおがき　    えい  こ

   お   ぎ   そ  まさ  よ

かしわざき       えつ こ 

   す  どう      ひで  こ

 たかはし  ゆ    き   こ

 なり  た        のり  こ

 ほりなか               こ

 もり  た        のり  こ

 やまぐち        ひさ え

せきぐち
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平成24年度観光振興事業功労者表彰　葭葉昌男氏

下稲葉食育応援隊・保育園児　みんなで田植え

　５月17日、県自治会館で開催された県道路愛護連合
会の総会において、緑町三丁目自治会（島田一良会長：
写真右）と六美町北部自治会（大西良雄会長：写真左）
が道路愛護功労者会長感謝状を贈呈されました。
　この表彰は、栃木県と栃木県道路愛護連合会が毎年
実施しているもので、道路愛護活動に功労のあった団
体や個人に贈られるものです。
　両団体とも、永年にわたり地域内町道で草花の植え
付け、除草活動、空き缶拾い等の道路愛護活動を定期
的に実施し、積極的に道路美化活動に取り組んでいる
功績を評価されました。

　５月24日、アピア（宇都宮市）において、平成24年
度観光振興事業功労者の表彰式が行われ、（公社）栃
木県観光物産協会から葭葉昌男氏が表彰されました。
　これは、多年にわたり壬生町観光協会副会長とし
て地域ＰＲに取り組み、誘客促進に尽力され、地域
観光の振興に大きく貢献された功績が認められたも
のです。

道路愛護功労者表彰
緑町三丁目自治会・六美町北部自治会が連合会会長感謝状贈呈

　５月23日、下稲葉地内の水田(高橋要市さん所有)
において、下稲葉食育応援隊(木村春男隊長)の方た
ちとメリーランド保育園の園児たちが、一緒に古代
米の田植えをしました。
　これは子どもたちに農業体験を通して食の大切さ
を知ってもらおうと毎年実施されているもので、当
日は晴天に恵まれ、気温も上昇する中さわやかな初
夏の風を受け、みんな元気に田んぼに入って一本一
本丁寧に苗を植えつけていきました。
　園児達の笑顔が、秋の豊作を占っているようでした。

たかはしよういち

き むらはる お

よし　  ば    まさ     お

しま だ  かず よし

おおにしよし お
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第26回

◇開設期間
　７月14日（土）～８月31日（金）
　　　　　　　　　　　　（期間中無休）
◇開設時間
　午前９時～午後６時
　　　　　　（入場受付は午後５時まで）
◇利用料金（一人あたり）
　一般（高校生以上）　　700円
　小・中学生　　　　　　400円
　幼児　　　　　　　　　無 料
　ロッカー使用料（一回）100円
◇問合せ先
　（開設期間中）黒川の里ふれあいプール
　　　　　　　　　　　８２－９４７９
　（期間以外）　スポーツ振興課
　　　　　　　（町総合運動場体育館内）
　　　　　　　　　　　８２－２３４５

黒
川
の
里
ふ
れ
あ
い
プ
ー
ル 

　

７
月
14
日（
土
）オ
ー
プ
ン

来
場
５
０
０
万
人
達
成
記
念
！

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
に
イ
ベ
ン
ト
を
開
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ぶ
ハ
イ
ウ
ェ
ー
パ
ー
ク

　３月下旬に来場者が500万人を達成したことを記
念し、ゴールデンウィーク期間中、みぶハイウェーパ
ークで「来場者500万人達成記念祭」が開催されました。
　特設ステージでは地元で活動するバンドや壬生町出
身の歌手「NaO（なお）」、栃木県出身で今年全国デビ
ューをした「3cro Adventure（ミクロアドベンチャー）」
のライブ、よさこい踊り等が行われ、訪れた人たち
を楽しませました。
　また、みらい館前に設置されたテントでは、地元の
農産物や大洗の海産物、
軽食の販売のほか、か
みなり汁の無料配布が
行われ、会場は多くの
人でにぎわいました。

結
び
合
う
教
育
力
〜
学
校
地
域
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
躍
〜

　
壬
生
町
で
は
、
平
成
12
年
度
か
ら
、

学
校
や
地
域
の
様
々
な
教
育
活
動
に
、地

域
の
方
々
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
支

援
し
て
い
た
だ
く
「
学
校
地
域
支
援
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
」
活
動
を
推
進
し
、
実
績

を
積
み
重
ね
て
い
ま
す
。

　
学
習
活
動
、
体
験
活
動
、
環
境
整
備
、

安
全
支
援
な
ど
、
学
校
の
要
望
に
応
え

る
形
で
行
わ
れ
る
支
援
、
そ
し
て
、
放

課
後
や
土
・
日
曜
日
等
に
学
校
の
教
育

活
動
以
外
で
行
わ
れ
る
支
援
が
あ
り
、

様
々
な
分
野
で
多
く
の
地
域
の
方
々
が

支
援
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

　
内
に
外
に
開
か
れ
た
学
校
づ
く
り
。学

校
と
家
庭
と
地
域
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
育

力
が
し
っ
か
り
結
び
合
い
、
明
日
を
担

う
壬
生
町
の
子
ど
も
た
ち
の
『
生
き
る

力
（
学
ぶ
力
・
豊
か
な
心
・
健
や
か
な

体
）
』
を
育
成
し
て
い
き
ま
す
。

　
壬
生
町
教
育
委
員
会
で
は
、
「
学

校
地
域
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
に

ご
協
力
く
だ
さ
る
方
を
随
時
募
集

し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
生
涯
学
習
課

　
0
2
8
2
　
81
　
1
8
7
3
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●年間を通して
・安全支援（スクールガード等）
　　　　　　　　　310名
・環境整備　23名
・学習・体験活動　112名
●活動内容に応じて
・安全支援　10名
・環境整備　１名
・学習・体験活動　849名

※昨年度（H23年度）
ご支援いただいた方々

読み聞かせ・語り聞かせ
ボランティア活動

子どもたちの登下校を見守る
スクールガード活動






